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第 1 章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧  

 

1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧  

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、環境保全の見地からの意見を求めるため、

準備書を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書を公告の日から起算して 1 月間縦覧

に供した。 

 

(1) 公告の日 

令和 2 年 10 月 26 日（月） 

 

(2) 公告の方法 

①日刊新聞による公告（別紙 1 参照） 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。  

・令和 2 年 10 月 26 日（月）付 秋田魁新報（朝刊：4 面） 

 

②地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ（別紙 2-1,2 参照） 

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。  

・令和 2 年 10 月 15 日（木）発行 広報ゆりほんじょう  

・令和 2 年 10 月 15 日（木）発行 広報にかほ 

 

③インターネットによるお知らせ  

令和 2 年 10 月 26 日（月）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・秋田県のウェブサイト（別紙 3-1 参照） 

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/33760 

・（株）ユーラスエナジーホールディングス ウェブサイト（別紙 3-2 参照） 

https://www.eurus-energy.com/assessment/10592/ 

 

④その他のお知らせ  

・由利本荘市田高地区：  

準備書図書の縦覧と住民説明会の開催に係る案内状を町内で回覧。  

また、最寄り地区住民向けに個別説明会を実施。  

・にかほ市両前寺地区：  

準備書図書の縦覧と住民説明会の開催に係る案内状を町内で回覧。  

また、最寄り地区住民向けに個別説明会を実施。  
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 5 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用に

より縦覧を行った。  

①関係自治体庁舎での縦覧 

・由利本荘市役所 生活環境課 

・由利本荘市役所 西目総合支所 1 階市民ホール  

・にかほ市役所 市役所仁賀保庁舎  

・にかほ市役所 市役所金浦庁舎  

・にかほ市役所 市役所象潟庁舎  

②インターネットの利用による縦覧 

・（株）ユーラスエナジーホールディングス ウェブサイト  

https://www.eurus-energy.com/assessment/10592/ 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：令和 2 年 10 月 26 日（月）から令和 2 年 11 月 25 日（水）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。）  

・縦覧時間：各庁舎の開庁時間内 

 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可

能な状態とした。また、秋田県のウェブサイトに当該縦覧ページへのリンクを掲載す

ることにより参照可能とした。  
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2. 環境影響評価準備書についての説明会の開催  

「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明

会を開催した。  

 

(1) 公告の日及び公告方法  

説明会の開催公告は、環境影響評価準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。  

（別紙 1、別紙 2、別紙 3 参照）  

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数  

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。  

・  開催日時：令和 2 年 11 月 6 日（金） 18 時から 20 時  

・  開催場所：ホテルエクセルキクスイ   

（秋田県にかほ市平沢字町田 108-1）  

・  来場者数：8 名  

 

・  開催日時：令和 2 年 11 月 7 日（土） 10 時から 12 時  

・  開催場所：ホテルアイリス  

（秋田県由利本荘市肴町 5）  

・  来場者数：13 名  

 

3. 環境影響評価準備書についての意見の把握  

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境保全の見地から意見を有する者の意

見の提出を受け付けた。  

 

(1) 意見書の提出期間  

令和 2 年 10 月 26 日（月）から令和 2 年 12 月 9 日（水）まで 

（郵送による意見書は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法  

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた（別紙 4 参照） 

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函  

②紙面による当社への郵送 

 

(3) 意見書の提出状況  

合計で 19 名の方から 72 件の意見が提出された。  
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第 2 章 環境影響評価準備書について提出された環境保全の見地からの意見の概要と事業者の

見解 

 

「環境影響評価法」第 18 条及び第 19 条に基づく、準備書について提出された環境保全の

見地からの意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 
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意見と事業者の見解（１）  

埼玉県熊谷市 A 氏 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
1 欧米での風力発電アセスメントにおいて，

最も影響を受ける分類群としてコウモリ類
と烏類が懸念されており（バット＆バードス
トライク），その影響評価等において重点化
されている． 

国内でもすでに風力発電機によるバット
ストライクが多数起きており，確実に起きる
事象と予測して影響評価を行うべきである．
このことを踏まえて環境保全の見地から，本
準備書に対して以下の通り意見を述べる． 

なお，本意見はそれぞれが関連しているこ
とから集約・要約しないこと． 

 
1．本準備書で採用された新規の発電機は，

ハブ高が 94m，ローター径が 130m であるこ
とから地上から 29m 以上がブレード回転域
となる．従って，本準備書における「バット
ディテクターによる調査（高度別飛翔状況の
記録）」で風況観測塔に設置した 20m（P502
の 20m 先の音声が記録できるとの記載によ
る）および 50m のマイクと 78m 以上となる既
設ナセルからのマイクで記録された音声は
すべてプレード回転域を飛翔するコウモリ
類である． このことを前提として予測評価
を行うこと． 

2．本準備書における「バットディテクター
による調査（踏査）」で確認された音声の時
刻およびピーク周波数の一覧を示すこと． 

3．バットディテクターによる調査（高度
別飛翔状況の記録）で得られた結果と風速と
の関係を示すこと． 

4．捕獲調査によって確認されたすべての
コウモリ類について，P379 に記載された生
息状況（性別，齢，生殖状況等）について記
載すること． 

5．P379 の「ハープトラップによる捕獲」
において，かすみ網を使用しているが，かす
み網の使用に当たって環境省からの許可は
得ているのか，環境省から許可された捕獲許
可証の写しを提示すること（個人惰報保護対
応可能）． 

6．かすみ網を使用した捕獲において，P379
に記載された「1 時間に 1 回以上の間隔で見
回り」では，コウモリ類への影響， かすみ
網の盗難，錯誤捕獲等が問題視される．捕獲
調査時の機材ごとのすべての見回り時刻お
よび捕獲時刻を記載し，コウモリヘの配慮を
行った調査であることを示すこと． 

7．P504 以降の「調査結果」に死骸調査の
結果が記載されていない．本当に現地調査を
実施したのか疑わしい．調査日毎の既設発電
機番号，調査時間，天候，植生状況および確
認状況等を記載すること． 

ご意見は原文のとおり記載いたしました。 
バットディテクターによる調査（高度別飛翔
状況の記録）で確認された種（ヤマコウモ
リ・ヒナコウモリ類、ヒナコウモリ科）は、
ブレード回転域を飛翔するものと認識した
上で、予測評価を行っております。 
「バットディテクターによる調査（踏査）」
で確認された音声の時刻およびピーク周波
数の一覧は、結果内容を整理の上、評価書に
おいて記載を検討いたします。 
バットディテクターによる調査（高度別飛翔
状況の記録）期間中の風速の推移は、p.10-99
（図 10.1.5-5）に示すとおりです。 
捕獲調査によって確認したコウモリ類の
データは、以下の表 1 に示すとおりです。 
かすみ網の使用に当たっては、以下の図 1 に
示すとおり、環境省より許可を受けて実施し
ております。 
かすみ網の見回り時刻及び捕獲時刻は、結果
内容を整理の上、評価書において記載を検討
いたします。 
本準備書に係る死骸探索調査において、コウ
モリ類の死骸は確認されませんでした。ご指
摘のとおり、死骸調査の調査結果の記述が抜
けており、申し訳ございません。死骸が確認
されなかったことから項目の記載が抜け落
ちておりました。評価書において記載いたし
ます。調査日ごとの既設発電機番号、調査時
間、天候、植生状況及び確認状況等並びに死
骸調査における各ローター下面積とその調
査実施面積との割合は、結果内容を整理の
上、評価書において記載を検討いたします。 
今後の事後調査については、準備書時の専門
家ヒアリング結果を踏まえるとともに、必要
に応じて専門家の助言や指導を得て、実施す
る予定です。 
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No. 意見 事業者の見解 
1 （前頁からの続き） 

8．死骸調査における各ローター下面積と
その調査実施面積との割合を調査地毎に示
すこと． 

9．今後の事後調査については，新しい調
査手法が開発される可能性があることから，
調査実施前にコウモリ類の専門家と調査頻
度，範囲，確認種の扱い（同定および死骸の
保管方法）について協議を行う必要がある． 

 

 

 

図 1 許可証の写し 

 

表 1 コウモリ調査結果の詳細

体重(g) 前腕長(mm) 下腿長(mm)

2019年7月30日 6:00 02 ヒメホオヒゲコウモリ オス 成 7.1 34.16 16.93

2019年7月28日 21:40 03 ヒメホオヒゲコウモリ オス 成 7.4 34.70 16.81

2019年7月29日 7:00 03 コテングコウモリ オス 成 6.6 33.88 16.24

2019年7月30日 7:00 03 ヒメホオヒゲコウモリ オス 成 7.3 35.21 16.93

2019年7月30日 7:00 03 ヒメホオヒゲコウモリ オス 成 6.6 33.45 16.59

2019年7月30日 7:00 03 ヒメホオヒゲコウモリ オス 成 6.4 33.57 16.61

2019年10月13日 19:20 01 キクガシラコウモリ オス 成 28.1 58.83 24.98

2019年10月13日 21:30 01 コテングコウモリ オス 成 5.0 32.77 15.46

2019年10月13日 20:15 02 ユビナガコウモリ オス 成 11.8 46.27 19.15

2019年10月14日 7:40 02 ユビナガコウモリ オス 成 12.1 49.11 19.72

齢性別種名
調査
地点

外部形態

秋季

夏季

捕獲時間捕獲日
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＜その他＞  

No. 意見 事業者の見解 
2 10．評価書および事後調査報告書は，環境

影響評価情報支援ネットワーク（環境省）に
おいて常時閲覧できる状態とすること． 

以上 

評価書につきましては、弊社の案件のもの
は環境省図書館に寄贈しており、縦覧期間終
了後もそちらで常時閲覧可能となっており
ます。一方で、事後調査報告書につきまして
は、未だ弊社としての作成事例が 1 事例しか
ないこと等も鑑み、縦覧期間終了後の公表に
ついては今後検討してまいります。 

 

意見と事業者の見解（２）  

秋田県由利本荘市 B 氏 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
3 ①西目風力発電機はこれまで鳥海山麓の自

然景観を台無しにしてきている。近隣住民に
安らぎと活力を日々与えてくれる貴重な自
然景観をこれ以上壊し続けるのは止めて欲
しい。従って本事業の更新は断念し、既設風
車の解体撤去のみを行って欲しい。 

本事業は、既設の風力発電機と比べて大型
化する一方で、基数については既設 15 基に
対し方法書段階では最大 10 基程度、準備書
段階では最大 8 基に減少させるとともに、
風力発電機高さを方法書段階の最大 170m か
ら準備書段階では 159m に縮小する計画で
す。 
引き続き、関係自治体、地元地区等の意見を
踏まえて事業計画を検討していくと共に、丁
寧な事業計画説明を行うことで、本事業に少
しでもご理解をいただけるよう努めてまい
ります。 

＜生態系＞  

No. 意見 事業者の見解 
4 ②解体撤去に当っては、生態系の回復が可能

となるような最善の対応を要望する。 
土木工事の際には、表土を一時的に仮置き

し、工事後の覆土として再利用することで、
現状の植生の早期回復に努めます。さらに、
造成により生じた法面には、極力在来種や自
生種を用いた緑化を行う等、準備書に記載の
環境保全措置を実施し、生態系に配慮する計
画です。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
5 ③既設風車の定格出力の二倍もあるものを、

福祉施設のコロニーにこれまで以上に近づ
ける本計画は、弱者虐待に当り、非人道的で
認められない。 

本事業は、既設の風力発電機と比べて大型
化する一方で、基数については既設 15 基に
対し方法書段階では最大 10 基程度、準備書
段階では最大 8 基に減少させる計画です。
また、超低周波音については、現況調査を踏
まえて新設の風力発電機の影響の予測及び
評価を行い、ISO-7196 に示される「超低周
波音を感じる最小音圧レベル」である 100 デ
シベルを十分下回ることを確認しておりま
す。 

なお、秋田県心身障害者コロニーの職員と
面談した際に、利用者の方々から当社発電所
に対する苦情は聞いたことがないとお伺い
しております。引き続き、地域住民の方々に
は丁寧な事業説明を行うと共に、建設後も状
況ヒアリング等を行ってまいる所存です。  
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＜事業計画＞ 

No. 意見 事業者の見解 
6 ④風車設置効果として CO2 の削減が挙げら

れ、定格出力の場合、年間 33,000 トンの CO2

削減が可能となっているが、バックアップ電
源の排出する CO2 の量は幾らか当方に文書で
知らせて欲しい。 
尚、欧米では風力発電機の増加に比例して大
気中の CO2の量が増えているとの報告もなさ
れている。 
又、地球の温暖化と CO2 の増加との関連は無
いという科学的な解説書も多く出版されて
いるので、貴社もそれらを参考すべきと提案
する。 

準備書に記載した CO2 削減量では、バック
アップ電源や風車稼働の外部電源で排出さ
れた CO2の数値を差し引いたものではござい
ませんが、算定した数値は以下理由から、大
きく下振れするものではありません。 
・東北エリアにおいて火力発電の電源比率

が 70％を超えている現況を踏まえても、風
力発電専用のバックアップ電源を必要とす
る水準ではないと考えられること、また、分
散設置により風力発電の出力変動が平準化
され、風力発電による発電量に応じて、火力
発電による発電量及び化石燃料の消費も抑
制されることから、CO2 の排出削減に貢献で
きることは確かであると考えております。 
・外部から購入した電力量は発電所の発電

量の 1%未満とわずかで、算定した CO2 削減量
への影響は軽微と考えております。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
7 
 

⑤風力発電機が増えると、再生可能エネル
ギー賦課金のため、一般市民の電気料金が
益々高くなるのでこれ以上風力発電機は造
らないで欲しい。 

日本では再生可能エネルギーの導入促進
を掲げており、平成 30 年 7 月に閣議決定さ
れた第 5 次エネルギー基本計画においても
再生可能エネルギーの主力電源化を目指す
ことが謳われているところ、当社としても本
事業を通じて再生可能エネルギーの導入拡
大に貢献してまいりたいと考えております。 

ご理解の通り、風力発電も再生可能エネル
ギー賦課金により全国民の皆様から支えて
もらって成り立っているのが現状ですが、政
府方針に則り、将来的にはそのような優遇政
策なしでも安価な電気を皆様にお届けでき
るよう、事業者として発電原価低減に努めて
まいる所存です。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
8 ⑥「固定価格買い取り制度」を盛り込んだ「再

エネ特措法」に便乗し、国民の税金を無駄遣
いする風車建設はこれ以上続けないで欲し
い。 

固定買取価格制度につきましては、再生可
能エネルギー賦課金により全国民の皆様よ
り支えて頂いているものであり、税金が充当
されているものではございません。 

他方で、政府方針に則り、将来的にはその
ような優遇政策なしでも安価な電気を皆様
にお届けできるよう、事業者として発電原価
低減に努めてまいる所存です。 
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意見と事業者の見解（３）  

東京都世田谷区 C 氏 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
9 ■ 1.意見は要約しないこと 

意見書の内容は、事業者「株式会社ユーラス
エナジーホールディングス」及び委託先「日
本工営株式会社」の判断で要約しないこと。
要約することで貴社側の作為が入る恐れが
ある。 
事業者見解には、意見書を全文公開するこ
と。また同様の理由から、以下に続く意見は
「ひとからげ」に回答せず、「それぞれに回
答すること」。さらに本意見書の内容につい
て「順番を並び替えること」も認めない。 

ご意見は要約せず、全文を公開いたしま
す。また、ご意見それぞれに回答し、順番の
並べ替えもいたしません。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
10 ■  2.本事業で採用する予定の風力発電機

は、カットイン風速（風力発電機が発電を開
始する風速）未満であってもブレードは回転
するのか？ 
（理由）コウモリ類の影響予測及び保全措置
において必要な諸元のため 

カットイン風速未満の場合はブレードは
回転いたしません。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
11 ■  3.本事業で採用する予定の風力発電機

は、カットイン風速（風力発電機が発電を開
始する風速）を任意に変更できるのか？ 
（理由）コウモリ類の影響予測及び保全措懺
において必要な諸元のため 

準備書段階では風力発電機の機種が確定
していないため、現時点では未定となりま
す。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
12 ■  4.本事業で採用する予定の風力発電機

は、カットイン風速（風力発電機が発電を開
始する風速）以上の風速時にフェザリング
（風力発電機のブレードを風に対して並行
に対し回転を止めること）を実行できるの
か？ 
（理由）コウモリ類の影響予測及び保全措置
において必要な諸元のため 

準備書段階では風力発電機の機種が確定
していないため、現時点では未定となりま
す。 
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＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
13 ■  5.コウモリの保全措置（低減措置）は

「カットイン風速の値を上げること及び
フェザリング」が現実的 
「コウモリの活動期間中にカットイン風速
（発電を開始する風速）の値を上げること及
び低風速時にフェザリング（風力発電機のブ
レードを風に対して並行にし回転を止める
こと）を行うこと」がバットストライクを低
減できる、「科学的に立証された保全措置※」
である。よって、必ず実施して頂きたい。こ
れについて事業者の見解及び実施しない合
理的根拠を丁寧に述べよ。 
※ Effectiveness of Changing Wind Turbine 
Cut-in Speed to Reduce Bat Fatalities at 
Wind Facilities Final Report, Edward B. 
Arnett and Michael Schirmacher. 2010 

カットイン風速の値を上げることについ
ては、バットストライクの影響も小さいと予
測されたため、現時点で実施する予定はござ
いません。ただし、この予測には不確実性が
伴うため、バットストライクに関する事後調
査を実施し、この結果を踏まえ、必要に応じ
て専門家の助言や指導を得て、環境影響の状
況に応じた弾力的な環境保全措置を検討い
たします。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
14 ■ 6.本事業は風力発電事業だが、本準備書

で風速とコウモリの活動量の相関を一切考
察しない合理的理由は何か？ 
事業者はコウモリ類の「高度別飛翔状況の記
録」という定量調査を 1 年間行い、その膨大
なデータを P505～P509 にわたり解析した
が、予測は従来どおりの定性的予測とはあき
れた話だ。本準備書で「高度別飛翔状況の記
録」結果の「風速とコウモリの活動量の相関」
を、環境保全措置に一切反映しなかった合理
的根拠は何か？ 

ご指摘を踏まえ、風速とコウモリの活動量
の相関を整理し、評価書において記載を検討
いたします。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
15 ■ 7.コウモリ類の死骸探索調査について 

コウモリ類の死骸探索調査結果が記載され
ていない。重要種、非需要種を問わず、コウ
モリ類の死骸は確認されなかったのか？ 

本準備書に係る死骸探索調査において、コ
ウモリ類の死骸は確認されませんでした。ご
指摘のとおり、死骸調査の調査結果の記述が
抜けており、申し訳ございません。死骸が確
認されなかったことから項目の記載が抜け
落ちておりました。評価書において記載いた
します。 
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＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
16 ■ 8.コウモリ類の死骸探索調査について 

コウモリ類の死骸探索調査結果が記載され
ていない。本事業地で行った死骸探索調査に
ついて、以下の内容を記載していただきた
い。 
①風車１基あたりの調査半径 
②「調査員」のコウモリ類の死骸の見落とし
率（試験による結果） 
③「コウモリ類の死骸消失率」 
④風車１基１回あたりの調査時間 
⑤既設風車それぞれの「調査可能面積（調査
範囲から、死骸の発見が困難な植生：樹林、
低木林、水域、高茎草本等を除いた面積）」 
なお①～⑤が回答できないのであれば、仮に
「コウモリ類の死骸は確認されていない」と
事業者が主張しても信用できない。 

本準備書に係る死骸探索調査において、コ
ウモリ類の死骸は確認されませんでした。ご
指摘のとおり、死骸調査の調査結果の記述が
抜けており、申し訳ございません。死骸が確
認されなかったことから項目の記載が抜け
落ちておりました。評価書において記載いた
します。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
17 ■ 9.高度別飛翔状況調査について 

P10-95（505）「録音ファイル数」とは何か、
意味が不明である。「録音ファイル」の具体
的定義を「丁寧に」述べよ。 

「録音ファイル数」は、コウモリの音声以
外の録音ファイルを除外した「音声ファイル
数」の誤りであるため、評価書において修正
いたします。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
18 ■ 10.ヒナコウモリ・ヤマコウモリの影響予

測が不適切 
Pl0-165（575）ヤマコウモリ・ヒナコウモリ
の予測結果（ブレードタワーヘの接近・接触）
に「本種は対象事業実施区域内で確認されて
おり、主に林縁のほか林冠よりも高空で飛翔
すること（中略）ブレード等への接近・接触
が生じる可能性が考えられる。ただし本種の
衝突に係る既存知見は十分でないことこと
から、予想には不確実性が伴う」とある。 
「既往知見が十分でない」ことは「保全措置
をしなくてもよい」理由にはならず、これは
論点のすり替えである。では仮に『既往事例
が何例以上なら十分である』といえるのか？
既往事例が少なくとも保全措置の実施は『技
術的には可能』であろう。 

ブレードへの接触に係る影響は小さいも
のと予測しましたが、バットストライクの実
態や要因については未解明な部分が多いこ
とから、予測結果には不確実性を伴うと考え
ております。従って、事後調査の結果、著し
い影響が認められた場合には、実行可能な範
囲で、保全措置を実施することとしておりま
す。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
19 ■ 11.ヒナコウモリ・ヤマコウモリの影響予

測が不適切２ 
P10-165（575）ヤマコウモリ・ヒナコウモリ
の予測結果（プレードタワーヘの接近・接触）
に「本種は対象事業実施区域内で確認されて
おり、主に林縁のほか林冠よりも高空で飛翔
すること（中略）ブレード等への接近・接触
が生じる可能性が考えられる。ただし本種の
衝突に係る既存知見は十分でないことこと
から、予想には不確実性が伴う」とある。 
しかし、「既往知見」によればバットストラ
イクは大撒に発生している※1～10。 

情報をご提供いただきありがとうござい
ます。バットストライクの情報として参考に
させていただきます。 
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No. 意見 事業者の見解 
19 （前頁からの続き） 

よって、本準備書に記載しているコウモリ類
の影響予測は「適切とはいえない」。 
※1 45 個体（4 種、1～32 個体）、2015,07 ま
でに調べた 6 事業「風力発電施設でのバット
ストライク問題」（河合久仁子、ワイルドラ
イフ・フォーラム誌 22(1)、9-11,2017） 
※2 ヒナコウモリ 2 個体、アブラコウモリ 1
個体、合計 3 個体、「静岡県西部の風力発電
所で見つかったコウモリ類 2 種の死骸につ
いて」（重昆達也ほか、東海自然誌（11）、2018）
静岡県 
※3 ヒナコウモリ 3 個体「大間風力発電所建
設事業環境の保全のための措置等に係る報
告書」（平成 30 年 10 月、株式会社ジェイウ
インド）青森県 
※4 コテングコウモリ 1 個体、ヤマコウモリ
2 個体、ユビナガコウモリ 2 個体、ヒナコウ
モリ 4 個体合計 9 個体「高森高原風力発電事
業環境影響評価報告書」（平成 31 年 4 月、岩
手県） 
※5 コヤマコウモリ 5 個体、ヒナコウモリ 3
個体合計 8 個体、「（仮称）上ノ国第二風力発
電事業環境影響評価書（公開版）」（平成 31
年 4 月株式会社ジェイウインド上ノ国）北海
道 
※6 ヒナコウモリ 4 個体、アブラコウモリ 2
個体、種不明コウモリ 2 個体、合計 8 個体「横
浜町雲雀平風力発電事業供用に係る事後調
査報告書」（令和元年 12 月、よこはま風力発
電株式会社）青森県 
※7 ヤマコウモリ 1 個体、ヒナコウモリ属 1
個体合計 2 個体「石狩湾新港風力発電所環境
影響評価事後調査報告書」（2020 年 2 月、コ
スモエコパワー株式会社）北海道 
※8 ヤマコウモリ 3 個体、ヒナコウモリ 2 個
体、アブラコウモリ 2 個体、合計 7 個体「能
代地区における風力発電事業供用に係る事
後調査報告書（第 2 回）」（令和 2 年 4 月、風
の松原自然エネルギー株式会社）秋田県 
※9 ヤマコウモリ 1 個体、ヒナコウモリ 4 個
体、アブラコウモリ 2 個体、ホオヒゲコウモ
リ属の一種（フジホオヒゲコウモリ又はクロ
ホオヒゲコウモリ）1 個体、コウモリ類 1 個
体合計 9 個体「能代風力発電所リプレース計
画に係る環境影響評価書」（令和 2 年 8 月、
東北自然エネルギー株式会社）秋田県 
※10 ヒナコウモリ 3 個体「姫神ウィンドパー
ク事業事後調査報告書」（令和 2 年 10 月 コ
スモエコパワー株式会社）岩手県 

 

 



 

 13 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
20 ■ 12.コウモリ類の死骸探索調査（事後謂

査）について 
コウモリの死骸はスカベンジャーに持ち去
られて 3 日程度で消失することが明らかと
なっている＊。よって、 
①コウモリ類の死骸探索は、１基あたり連続
３日以上の調査を、毎月２回以上の頻度で行
うこと。 
②死骸探索調査は日の出より開始すること。 
＊平成 28 年度～平成 29 年度成果報告書 風
力発電等導入支援事業環境ア七スメント調
査早期実施実証事業環境アセスメント迅速
化研究開発事業（既設風力発電施設等におけ
る 環 境 影 響 実 態 把 握 I 報 告 書 ）
P213.NEDO,2018. 

事後調査の内容は、専門家の意見を踏ま
え、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正
化のための手引き」（環境省、2011）を参考
に計画しております。事後調査の結果、著し
い影響が認められた場合には、頂いたご意見
等を参考に、専門家の意見を聴取しながら、
さらなる効果的な環境保全措置を講じます。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
21 ■ 13.コウモリ類の死骸探索調査について

２ 
前述の意見について事業者は「生物調査員に
よる事後調査は月に 1 回とし、あと 1 回は定
期点検のついでにおこなう」と回答するかも
しれないが、定期点検をする者と生物調査員
とではコウモリ類の死骸発見率が全く異な
ることが予想される。仮に、定期点検者が「点
検のついで」に調査を行うのであれば（定期
点検のついでにコウモリ類の死骸を見つけ
るのは、物理的に難しいだろうが）、「コウモ
リ類の死骸消失率」、「定期点検者と生物調査
員、それぞれのコウモリ類の死骸発見率」を
調べた上で、「適切な調査頻度を客観的に示
す」こと。 

事後調査の内容は、専門家の意見を踏ま
え、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正
化のための手引き」（環境省、2011）を参考
に計画しております。事後調査の結果、著し
い影響が認められた場合には、頂いたご意見
等を参考に、専門家の意見を聴取しながら、
さらなる効果的な環境保全措置を講じます。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
22 ■ 14.コウモリ類の死骸探索調査は有資格

者が実施すること 
コウモリ類の体は非常に小さく、地面に落ち
た死骸は、そう簡単には見つけられない。コ
ウモリ類の死骸探索は、観察力と集中力が必
要とされる専門的な調査であり、十分な経験
を積んだプロフェッショナル（生物調査員）
が実施するべきである。よって、コウモリ類
の死骸探索調査については、「すべて」生物
分類技能 1 級検（定哺乳・爬虫・両生類分野）
等の有資格者が実施し、「透明性」を確保す
ること。 

事後調査の内容は、専門家の意見を踏ま
え、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正
化のための手引き」（環境省、2011）を参考
に計画しております。事後調査の結果、著し
い影響が認められた場合には、頂いたご意見
等を参考に、専門家の意見を聴取しながら、
さらなる効果的な環境保全措置を講じます。 

 



 

 14 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
23 ■ 15.事後調査（死骸探索調査）は徹底的に

実施すること 
コウモリ類の体は非常に小さく、地面に落ち
た死骸は、そう簡単には見つけられない。ま
たコウモリ類の死骸 3 は日程度で消失する。
よって、コウモリ類の死骸探索調査は、「徹
底的に」実施すること。 

事後調査の内容は、専門家の意見を踏ま
え、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正
化のための手引き」（環境省、2011）を参考
に計画しております。事後調査の結果、著し
い影響が認められた場合には、頂いたご意見
等を参考に、専門家の意見を聴取しながら、
さらなる効果的な環境保全措置を講じます。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
24 ■ 16.コウモリ類の事後調査はナセルに自

動録音バットディテクターを設置すること 
コウモリの活動量と気象条件は、死亡の原因
を分析する上で必要である。コウモリの事後
調査は、ヨーロッパのガイドライン※に準拠
し「コウモリの活動量」、「気象条件」、「死亡
数」を調べること。「コウモリの活動量」を
調べるためナセルに自動録音バットデイテ
クターを設置し、日没 1 時間前から日の出 1
時間後まで毎日自動録音を行い、同時に風速
と天候を記録すること。 
※「風力発電事業におけるコウモリ類への配
慮 の た め の ガ イ ド ラ イ ン 2014 年 版 
"Guidelines for consideration of bats in 
wind farm projects Revision 2014" 
EUROBATSPublication Series No.6 」 ,
（ https://www.eurobats.org/sites/defaul
t/fi1es/documents/news/Puhlication_No_6
_Japanese.pdf） 

事後調査の内容は、専門家の意見を踏ま
え、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正
化のための手引き」（環境省、2011）を参考
に計画しております。事後調査の結果、著
しい影響が認められた場合には、頂いたご
意見等を参考に、専門家の意見を聴取しな
がら、さらなる効果的な環境保全措置を講
じます。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
25 ■ 17.「事後調査」は信用できない 

①事後調査結果について住民は意見書を出
せない。 
②事後調査結果を公正に審査する第三者委
員がいない。 
③事業者側が擁立する専門家は事業者の利
害関係者である可能性が高いので信用でき
ない。 
④仮に事後調査でコウモリの死骸が確認さ
れても、事業者が追加の保全措置をする義務
はなく、罰則もない。 
①～④の理由から、「事後調査」は信用でき
ない。 

事後調査の内容は、専門家の意見を踏ま
え、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正
化のための手引き」（環境省、2011）を参考
に計画しております。事後調査の結果、著し
い影響が認められた場合には、頂いたご意見
等を参考に、専門家の意見を聴取しながら、
さらなる効果的な環境保全措置を講じます。 
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意見と事業者の見解（４）  

秋田県にかほ市 D 氏 

 

No. 意見 事業者の見解 
26 ・住民説明会後に質問と意見をしました。 

アセスメント縦覧の資料は、個人の用途では
複写を認めるべきだと考えます。事業者が
「OK」といえば個人が携帯で画像をメモした
り、PC から印刷できることができる必要が
あります。説明会では、新聞と同じく、個人
の用途で、複写をみとめて下さることを約束
していただきました。行政は、著作権を理由
に、アセスメントの評価書、準備書は開示し
ません。アセスメントが認可されたら、地元、
秋田県、由利本荘市、にかほ市の図書館に必
ず寄贈することを約束下さい。「環境影響評
価情報支援ネットワーク」でも一部の企業
は、図書の公開の制度を許諾しています。国
や県の審査が適切だったのか？個人のコ
ピーと図書館寄贈（図書公開の許諾）をお願
いします。 
公開しない企業は、地元の理解は得られない
でしょう。 

住民説明会の場では、地元住民の皆様から
の強いご要望がございましたので、弊社とし
ても可能な限り本事業をご理解いただくた
めに、個人の用途における図書の写真撮影を
許可させていただきました。 

また、図書の寄贈に関しましては、本件に
限らず、弊社案件の評価書は環境省図書館に
寄贈しておりますが、地元の図書館への寄贈
につきましては今後検討してまいります。 

 

意見と事業者の見解（５）  

秋田県横手市 E 氏 

東京都品川区 F 氏 

宮城県栗原市 G 氏 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
27 貴社による西目風力発電事業および更新

事業にかかる対象事業実施区域（以下、計画
地という）は海岸沿いの丘陵地帯にあるが、
計画地とその周辺はガン・ハクチョウ類をは
じめとする多くの鳥類の渡り経路および希
少猛禽類の生息地となっている。鳥類が風力
発電施設（以下、風車という）を避けて飛ぶ
障壁影響がすでに計画地で生じるなど、更新
前の段階で貴社が設置した風車が鳥類の生
息に大きな影響を与えている。また、近隣の
風車ではハクチョウ類や希少猛禽類が風車
に衝突死するバードストライクも生じてい
る。そのため、既存風車の耐用年数が過ぎた
時点で風車をすべて撤去し、事業を終了する
のが望ましい。あえて事業を続けるのであれ
ば、鳥類にこれ以上の影響を与えないよう、
下記の意見にあるような影響の回避低減策
を講じながら事業を進めなければならない。 

 
 

ガン・ハクチョウ類及び希少猛禽類につい
て、風力発電機の配置においては、事前に対
象事業実施区域内の年間衝突回数を面的に
算出し、この算出結果を基に衝突リスクが低
減できるよう検討しております。また、当該
地域の鳥類に精通する専門家の意見を踏ま
え、評価書までに渡り鳥の冬季（2 月中旬～
下旬）追加調査を実施し、評価書段階におい
てより地域の渡り鳥の実態を踏まえた予測
を行う予定です。希少猛禽類については、本
対象事業実施区域内でクマタカの飛翔はほ
とんど確認されず、年間衝突回数は 0.0000
個体/年であること、営巣地からの離隔が確
保されていることから、影響は小さいと考え
ております。ただし、予測結果には不確実性
が伴うため、事後調査を計画し、予測結果の
妥当性を稼働後に検証する予定です。 
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No. 意見 事業者の見解 
27 （前頁からの続き） 

1.風車の設置位置について 
貴社は準備書において、方法書段階で最

大 10 基あった風車の設置基数を 8 基に減
ずることで生態系への影響を低減できる
としているが、この計画により新たに環境
が改変される  
部分が、 
①ガン・ハクチョウ類などの渡り鳥が高頻

度で利用する移動経路となっているこ
と 

②希少猛檎類の重要な生息地となってい
ること 

③既存風車の設置範囲を大きく外れてい
る配置計画となっていること 

から、一部の風車の設置予定位置は、鳥類
保護の観点からみて不適切である。 

準備書の表 8-2-1 専門家へのヒアリング
結果 (4)(令和 2 年 9 月 9 日実施 )(8-21 
p359)においても、「新設８号機周辺は、ガン
類やハクチョウ類、猛禽の飛行ルートとし
て、使用頻度が高いと考えられる。また、池
沼が近くに位置し、鳥類の生息場となってい
るため、大形風力発電機設置には、懸念が残
る。そのため、にかほ市で作成している風力
発電に係るゾーニングマップ（素案）を確認
し、保全エリアに含まれていないか、もしく
は保全工リアに近接していないかを確認し
ておくこと。」と指摘されている。この指摘
に従い、渡りの鳥が高頻度で利用する経路に
重なるまたは希少猛禽類の生息を阻害する
可能性がある風車については、建設を取りや
めるべきである。これについて、以下に詳細
を述べる。 

 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
28 （1）渡り鳥が高頻度で利用する移動経路と

計画地が重なっている 
西目風力発電所の南西にある西目町出戸

孫七山周辺と西目町沼田地区の間に、ガン・
ハクチョウ類が頻繁に利用する移動経路が
ある。野鳥の会が 2016 年秋に行ったレー
ダー調査において、ガン・ハクチョウ類が既
存風車を避けて飛んでいることが確認され
ている（図 1)。また、そのガン・ハクチョ
ウ類が T6·T7·T8 の風車付近を集中的に通過
することを、2019年秋に新潟大学がレーザー
距 離 計 (SAFRAN VECTRONIX 社 製
Vector21AERO)を使用して行った渡り鳥の飛
翔状況調査で確認している（図 2)。さらに、
このルートは渡りの時期だけでなく、越冬期
も採餌場所とねぐらの間の移動のためによ
く利用しており、降雪などの悪天候時でも飛
翔していることが当支部会員によって確認
されている。 

ガン・ハクチョウ類及び希少猛禽類につい
て、風力発電機の配置においては、事前に対
象事業実施区域内の年間衝突回数を面的に
算出し、この算出結果を基に衝突リスクが低
減できるよう検討しております。また、当該
地域の鳥類に精通する専門家の意見を踏ま
え、評価書までに渡り鳥の冬季（2 月中旬～
下旬）追加調査を実施し、評価書段階におい
てより地域の渡り鳥の実態を踏まえた予測
を行う予定です。ただし、予測結果には不確
実性が伴うため、事後調査を計画し、予測結
果の妥当性を稼働後に検証する予定です。 
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No. 意見 事業者の見解 
28 （前頁からの続き） 

これらから、ガン・ハクチョウ類などの渡
り鳥が T6·T7·T8 の風車および計画地の南端
部を移動経路として集中的に利用すること、
また、降雪や霧、強風など気象条件が悪い時
にバードストライクが生じる可能性が高い
ことが分かった。しかし、このような状況を
生み出したのは、貴社が既存の風車を建設し
たことで鳥類に障壁影響が生じたことによ
り、北端から 10 基程度の風車を避けて飛ぶ
ようになったためであると考える。そのた
め、移動経路に対し壁となって配置される
T6·T7·T8 の風車は建設すべきではない。さ
らに、計画地の南には 2019 年に新設された
にかほ高原ウインドファームが稼働し、北西
には現在建設中の西目西ノ浜風力発電事業
（西目浜館風力発電から改名）がある。その
ことを当該事業も含めて考えると、この地域
に存在する渡り鳥の経路の幅は非常に狭ま
り、さらにバードストライクの発生確率を高
めるか、障壁影響として鳥類の風車の迂回距
離が増大することが懸念されるため、T6·T7
·T8 の風車は建設すべきではない。 

 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
29 （2）計画地周辺に希少猛禽類の営巣木が存

在する 
準備書では、計画地周辺に希少猛禽類のオ

オタカおよびクマタカが営巣していること
を確認しており、特にクマタカについては計
画地の南西部にある斜面で採餌行動を確認
したとある(10-282 p692、10-284 p694)。
これに対して貴社は、「（平成 30 年）にクマ
タカの営巣が確認された谷から極力離隔を
確保することとした」(10-379 p789))、「方
法書段階では最大 10 基の計画であったが、
南部の樹林地を避けて 8 基とすることで、生
態系への影 響を最 小 限にする」 (10-292 
p702)等の対策を取ったとしている。しかし、
貴社が調査を行った 2018 年は、前述した計
画地の南西側にあるにかほ高原ウインド
ファームの 3 基の風車が建設中であったこ
とから、計画地南側におけるクマタカの行動
圏はすでに狭まっていた可能性がある。さら
に、新仁賀保高原風力発電事業の 29 基の風
車が建設予定であり、近い将来、この地域の
クマタカの行動域はさらに狭まる恐れがあ
る。計画地周辺のクマタカの行動域をこれ以
上狭めないためにも、既存風車の設置範囲を
大きく外れた T8 の風車は建設するべきでは
ない。 

 

本事業における希少猛禽類調査を実施し
た 2018 年には、対象事業実施区域南側にお
いて、他事業の工事が実施されていたと認識
しております。南側他事業工事期間中におい
ても、本対象事業実施区域内でクマタカの飛
翔はほとんど確認されず、年間衝突回数は
0.0000 個体/年であること、営巣地からの離
隔が確保されていることから、影響は小さい
と考えております。ただし、予測結果には不
確実性が伴うため、事後調査を計画し、予測
結果の妥当性を稼働後に検証する予定です。 
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No. 意見 事業者の見解 
29 （前頁からの続き） 

風車の稼働によるクマタカの営巣地放棄
については、野鳥の会徳島県支部の報告（「大
川原ウインドファームにより営巣地を放棄
したクマタカ」野鳥徳島 No.490 2019 年 7
月）がある。これによると営巣木から 1km 以
内に建設された陸上風車の建設後、2 ペアの
クマタカが営巣放棄したとある。貴社の調査
で確認したクマタカの営巣木の正確な位置
は非公開のため、風車からの隔離距離は不明
だが、もしクマタカの営巣地から 1km 以内に
風車を設置する予定であるならば、取り止め
るべきである。なお、これは、1km 以上離れ
ていれば風車の建設の影響により営巣放棄
をしないことを担保するものではない。営巣
地と 1km 以上離れる場合でも、近隣に高頻度
利用地や営巣適地がある場合は設置を避け
るべきである。また、T7 及び T8 の風車の間
には営巣環境好適性 4 の場所が既存の風車
から 200～300m ほどの距離に存在している
ため、この位置に風車を設置すべきではない
（図 10.1.7·9、10·288 p698)。 

 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
30 2.事後調査について 

既存風車がガン・ハクチョウ類に対して、
すでに障壁影響を及ぼしていることが分
かっているが（図１)、さらに、既存の事業
は風力発電が環境影響評価法の対象事業と
なる以前の事業であり、事業着手前のガン・
ハクチョウ類の状況を十分に把握していな
いと考えられる。このことから、既存の風車
を取り壊した後に、風車が１基もない状態で
ガン・ハクチョウ類および希少猛禽類の飛翔
状況を調査し、既存風車の存在によりどのよ
うな影響があったかを明らかにし、その影響
が大きい場合は風車の更新計画を見直すべ
きである。また新設風車の設置後も 1 年間は
飛翔状況の調査を行い、新設風車が鳥類の飛
翔経路にどのような変化を及ぼしたかを明
らかにすべきである。 

「動物」についてはバードストライク・
バットストライクに関する調査（死骸調査）
を稼働後 1 年間、月 1 回以上を実施するとあ
るが、鳥類の死骸の残存率等を考えると、そ
れでは不十分である。特にこの地域では、渡
りの時期に回数を増やして死骸調査を実施
すべきである。 

「生態系」については事後調査を行わない
としているが、生態系の上位性注目種として
選定されたクマタカについては引き続き調
査を行い、繁殖への影響や行動域の変化がな
いかどうか調査すべきである。 

このような事後調査を行った上で、大きな
影響が認められた場合には、風車の停止・撤
去等を含めた適切な軽減措置を取るべきで
ある。 

ガン・ハクチョウ類及び希少猛禽類につい
て、風力発電機の配置においては、事前に対
象事業実施区域内の年間衝突回数を面的に
算出し、この算出結果を基に衝突リスクが低
減できるよう検討しております。また、当該
地域の鳥類に精通する専門家の意見を踏ま
え、評価書までに冬季（2 月中旬～下旬）追
加調査を実施し、評価書段階においてより地
域の渡り鳥の実態を踏まえた予測を行う予
定です。ただし、予測結果には不確実性が伴
うため、事後調査を計画し、予測結果の妥当
性を稼働後に検証する予定です。 

クマタカについては、対象事業実施区域内
の年間衝突回数を面的に算出し、年間衝突回
数は 0.0000 個体/年であること、営巣地から
の離隔が確保されていることから、影響は小
さいと考えております。なお、予測結果には
不確実性が伴うため、事後調査を計画し、予
測結果の妥当性を稼働後に検証するととも
に、事後調査結果を踏まえ、必要に応じて専
門家の助言や指導を得て、環境影響の状況に
応じた環境保全措置を講じる予定です。 
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＜その他＞  

No. 意見 事業者の見解 
31 なお、この意見は概要にまとめる際に原文

のまま採用することを希望する。 
以上 
 

頂戴したご意見は、そのまま掲載しており
ます。 

 （図 1)2016 年 10 月 25 日～28 日 野鳥の会
によるレーダーを用いたハクチョウ類の飛
翔調査 
ハクチョウが尾根上の風車を避けて飛ぶ様
子がわかる。風車は西目風力発電所。 
Case Examples of Barrier Effects of Wind 
Farms on Birds in Japan Tatsuya Ura (Wild 
Bird Society of Japan) et al., CWW2017 発
表資料より 
（図 2)2019 年 10 月 17 日～23 日新潟大学に
よるレーザー距離計を用いた調査 
「秋田県南部における秋季のハクチョウ類
渡り状況    関島他 2019 年（未発表）」よ
り 

 

 

意見と事業者の見解（６） 

秋田県由利本荘市 H 氏 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
32 以下に本事業計画を撤回するべきとの観点

で意見と疑間を述べる。 
 
１）環境アセスメントとは「事業が環境にど
のような影響を及ぼすか」「回避・低減され
ているか」「目安（指針値）を満たしている
か」であるとある。 

御社の既存風車は環境影響評価法に基づ
く建設ではなかったが、上記と同じ趣旨で建
設されたものと認識する。この間はその検証
期間でもあったが、ではその結果はどうで
あったかと言えば、環境への悪化を招き、風
車発電事業とは環境を破壊するものである
ことを証明したと考える。 

また、鳥海山は「神の山」であり、その周
辺はここに住むものにとっては神聖な区域
である。御社の風車群の存在は長きに渡りこ
れら神聖な場を「冒涜するもの」としてあり
続けたが、更に引き続いて風車を建設しよう
とすることはこの地に住む者たちを愚弄す
るものである。決して理解を得られることは
ない。御社の認識はどれほどのものなのか。
御社のユーラスの神とはどのようなものな
のか。御社の倫理の問題と考える。 

既設風車建設時は風力発電所が環境影響
評価法の対象になっていなかったため、自主
的なアセスを実施し、重大な環境影響がない
ことを確認した上で、事業を実施させていた
だきました。鳥海山が地元の方々にとって非
常に重要な存在であることは承知しており、
景観の予測地点を選定する上では、鳥海山を
眺望できるような地点を選定しました。予測
の結果、最も鳥海山を眺望できる浜館公園に
おいては、視認される風車の基数は現況より
も減少し、垂直見込み角も圧迫感を与えるほ
どではないことから、影響は小さいと考えて
おります。 
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＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
33 ２)風車建設の目的として「エネルギー自給

率の向上」「化石燃料依存の低減」を挙げる
が、これらには寄与しない。 

再生可能エネルギーとしての風車の割合
2017 年度で約 0.7%であり、2030 年度でも約
1.7%である。風車はバックアップ電源として
火力発電を必要とするので、「化石燃料低減」
とはならない。 

現在の日本においては、諸外国と比べても
火力発電への依存度が非常に高いのが実態
ですので、風力発電の導入拡大によって火力
発電で使用される化石燃料を削減すること
ができ、その結果、CO2 排出量の削減につな
がるものと認識しております。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
34 ３)以下 8)までは撤去に関することである。 

本事業とは風力発電事業更新計画を指す
が、本事業には既存風車の撤去も係わる事業
である。新設計画（本事業は更新という名の
新設事業であると捉える）と撤去は別撤去と
は地下埋設物を全て取り除くことが第一で
はあるが破壊した環境が元に戻すことは不
可能ではあるが、復元に努めることは責務で
あると考える。撤去は新設と同等の配慮をし
撤去のための独立性を持った別個のアセス
メントは必要であると考える。御社は準備書
に撤去のためのアセスメントを記載すると
したが、埋め戻しさえも搬出のトラックの台
数が少ないこと、搬出先が不明なこと、撤去
作業にも伴う粉じん、騒音、振動などの項目
がないなど、作業工程も具体性に欠けるなど
確信が持てない。 

既設風車については、風力発電機、基礎、
基礎杭、送電線、変電設備を撤去いたします。
基礎部分については、コンクリート躯体部及
び基礎杭を現地から撤去し、埋戻しを行いま
す。既設の風力発電機を撤去後、新たに使用
する予定のない場所については、地権者など
とも協議のうえ、整地などの適切な処置を施
し、復元に努めて返地することを検討してお
ります。 

本事業は、既設風力発電機の撤去と新設風
力発電機の設置を一体的に実施する更新計
画であるため、撤去工事と新設工事との複合
影響が考えられる環境要素については、予測
評価を実施し準備書に掲載いたしました。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
35 ４)復元に関しては緑化に際しては、生態系

などに最善の配慮が必要と考えるが、記載が
ない。近くに建設された御社の風車の植生は
完成後も安易に芝生が植えられており生態
系を乱すものとなっている。 

緑化は在来の植物の種子を用いた吹付や
植生基材を用いた緑化を行う計画です。既設
風車の植生については、土砂の流出を防止す
るための早期緑化を目的として芝生を張っ
たものです。 

＜事業計画＞ 

No. 意見 事業者の見解 
36 ５)「既設の発電機を撤去後、新たに使用す

る予定のない場所については地権者などと
も協議の上、整地などの適切な処置を施して
返却することを検討する」とある。 

既存風車の区域が新設風車建設とダブル
ものが 5 基あるが、その他のダブらない場所
を述べたものと理解した。なぜ地権者（由利
本荘市とのこと）と協議する必要があるの
か。にかほ市が J パワーと協議し、にかほ高
原に「展望台」を建設したように、完璧な撤
去をしなくてもいいように、跡地を利用した
新たな施設の建設計画があるのではないか。
にかほ市の展望台は鳥海山側からは景観に
影響を与えていることから、新たな人工物の
出現は法に抵触する行為であり、地域貢献の
一つとするのであれば言語道断なことであ
る。 

既設の風力発電機については、基本的に基
礎杭含め全て撤去する方針です。他方、新た
に使用する予定のない場所においては、例え
ば緑化の方法やのり面の形成方法等につい
て、地権者とも確認しながら進めるべきと考
えております。 

なお、現時点において「跡地を利用した新
たな施設の建設計画」等はございません。 
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＜環境全般＞  

No. 意見 事業者の見解 
37 ６)国は撤去は復元であるとの観点で、新設

同様の工程と期間をかけた、「環境復元アセ
スメント」とも言うべきものを本事業の事業
者に義務付けるべきである。 

本事業は、既設風力発電機の撤去と新設風
力発電機の設置を一体的に実施する更新計
画であるため、撤去工事と新設工事との複合
影響が考えられる環境要素については、予測
評価を実施し準備書に掲載いたしました。 

＜環境全般＞  

No. 意見 事業者の見解 
38 ７)本準備書では御社の所有である由利高原

ウインドファームと同程度であるとして「工
事用資材等の搬出入」「建設機械の稼働」に
関する項目が「騒音」以外全て除外されてい
る。同程度であり、同じではないのだから、
対象にすべきではないか。また、撤去工事の
影響がプラスされるのだから、除外してはア
セスの体をなさない。 

本事業の撤去工事と新設工事との複合影
響が考えられる建設機械の稼働による騒音
については、予測評価を実施し準備書に掲載
いたしました。また、非選定とした工事用資
材等の搬出入、建設機械の稼働に係る大気
質、騒音、振動については撤去工事に係る工
事車両台数を踏まえても、類似事例と同程度
であることを確認いたしました。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
39 ８)「流れ山群が直接改変に及ぶ区域と重な

る」ので「景観資源に影響がある」との認識
がありながら「他の人工物が存在する」とし
て、止めようとはしない。環境保全を旨とす
るアセスの意味がないのではないか。御社の
姿勢なのか。 

流れ山群は、にかほ市街一帯にも分布して
おります。また、本事業は、対象事業実施区
域を方法書段階では約 441ha としておりま
したが準備書段階では約 229ha へと縮小す
る計画とし、景観資源である流れ山群の直接
改変面積も縮小いたしました。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
40 ９)方法書の全高 170m、10 基が準備書では

159m、8 基になったので影響が軽減されたと
の評価は止めるべきである。 

事業計画の検討において予測評価結果を
踏まえて、風力発電機の設置基数及び全高を
見直しました。また、対象事業実施区域につ
いても見直しを行いました。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
41 10)4200kW×8 基 33,600K を出力抑制をして

30,000KWにする方法はまやかしではないか。 
連系容量の上限が 30,000kW となるため、

風力発電機全基が定格出力に達する風速帯
となる場合については抑制等を実施いたし
ます。抑制にあたっては、一般的に普及して
いる信頼性の高い風力発電所の制御システ
ムを利用する予定であり、特段の支障なく実
施できるものと考えております。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
42 11)更新の 7,8 号機が既設風車よりも福祉施

設のコロニーの近くに建設される。しかも既
存風車の倍の出力である。「コロニーの職員
より施設利用者からの苦情を伺ったことは
ない」とのことであるが、施設利用者の状況
から推察すると、その聞き取りはどのように
実施され、十分であったのかが不明である。 

コロニー付近の予測地点（02 孫七山）に
おける施設の稼働に伴う騒音の予測結果は、
現況値に比べて 0～3dB の増加にとどまり、
いずれの季節・時間帯においても環境省の指
針値を満たすことから、影響は小さいと考え
ております。また、その予測結果の妥当性を
確認する意味においても、風車の運転開始後
も当該施設に対しては随時ヒアリングを行
い、騒音影響についてモニタリングを行って
いきます。 
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＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
43 12)既存風車の低周波音によると思われる被

害者の報告がある。御社は自治会長より住民
の訴えはないとの報告を受けているが、具体
性に欠ける。風車も大型となり、2km 以内に
1444 戸の住宅への影響が懸念される。風車
の影の影響を予測している。第三者による疫
学調査を行い事業者として「予防原則」に努
めるべきではないか。 

既設事業に関して、弊社でも近隣地区には
ヒアリングしておりますが、低周波による健
康被害は確認しておりません。 
また、低周波音については、現況調査を踏ま
えて新設の風力発電機による影響の予測及
び評価を行い、ISO-7196 に示される「超低
周波音を感じる最小音圧レベル」である 100
デシベルを十分に下回ることを確認してお
ります。 
引き続き、地域住民の方々には丁寧な事業説
明を行うと共に、建設後も状況ヒアリング等
を行ってまいる所存です。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
44 13)風車の最寄りの住民には「地域貢献」と

して公民館の屋根修理や集会所前の整備な
どを提示しているが、全体的には何も示され
ていない。これが風車事業の実態であり、地
域の活性化には到底つながらないことを示
すものであると言える。 

環境影響評価準備書に係る説明会では、準
備書の内容を中心にご説明いたしました。既
設事業では地域貢献として毎年由利本荘市
へ寄付金を納付しております。これもふまえ
て、由利本荘市では弊社からの寄付金を活用
頂くために「ユーラスエナジー地域貢献基金
条例」を制定いただき、学校の図書や備品、
除雪車の購入等地域の発展にご活用いただ
いております。 

＜景観＞  

No. 意見 事業者の見解 
45 14)風車群は観光資源を破壊するものである

ことも実感している。 
以上 

本事業は、既設の風力発電機と比べて大型
化する一方で、基数については既設 15 基に
対し方法書段階では最大 10 基程度、準備書
段階では最大 8 基に減少させるとともに、
風力発電機高さを方法書段階の最大 170m か
ら準備書段階では 159m に縮小する計画で
す。また、眺望景観に配慮して風力発電機の
配置計画や塗装色を検討してまいります。 
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意見と事業者の見解（７）  

秋田県由利本荘市 I 氏 

＜環境全般＞  

No. 意見 事業者の見解 
46 前回の意見書で立地計画地域に対して尊

敬と感謝と思いやりが足りないと書いた。 
そのせいかどうか、この度の住民説明会の

資料の地域貢献として縷々表現されていて
驚いた。それでこの計画を受け入れることで
も、納得できるものでもない。 

鳥海山を背景にした景観の破壊、この度、
経産省がアセス条件から外した低周波によ
る健康被害の不安、風車の大型化により、そ
れらの悪影響はますます大きくなる。 

 
前回の住民説明会で、地中の物はそのまま

残す、と聞きました。耳を疑いました。 
コンクリートだけではなく、地中の鉄骨、

電気配線、部材まで永遠に置き去りにされれ
ばやがて里山の環境汚染になる。 

環境汚染となると、未来の人々に多大な負
担を負わせることになり、誰も責任を取らな
い。 

地中にある人工物は、すべて撤去し元の姿
に戻さなければならない。 

元の姿に戻すことは、地元貢献を標榜する
誇りある企業の義務であり責務である。 

その上での更新計画であるべきだ。 
寿命がきた不要な人工物を地中に残すよ

うな企業は、地元市民からも社会的信頼も信
用も尊敬も得られない。 

 
それぞれの既設稼働風車の安全衛生対策

について、市議会で提案され生活環境課から
何度も設置を勧告したはずであるが、 

いまだに出入り口に簡単にチェーンを
張ったのみで勧告されたはずの安全対策を
行っていない。 

このような安全衛生管理の重要性の認識
の欠如した企業に更新事業を行う資格はな
い。 

以上 

環境影響評価準備書説明会の資料につい
ては地域貢献については掲載しておりませ
んでしたが、地域貢献を実施する計画を地域
の方々とともに検討中です。引き続き、関係
自治体、地元地区等の意見を踏まえて事業計
画を検討していくと共に、丁寧に事業計画説
明を行うことで、本事業に少しでもご理解を
いただけるよう努めてまいります。 

眺望景観については、フォトモンタージュ
を作成し、準備書においてお示しいたしまし
た。本事業は、既設の風力発電機と比べて大
型化する一方で、基数について既設 15 基に
対し方法書段階では最大 10 基程度、準備書
段階では最大 8 基に減少させるとともに、
風力発電機高さを方法書段階の最大 170m か
ら準備書段階では 159m に縮小する計画で
す。また、眺望景観に配慮して風力発電機の
配置計画や塗装色を検討してまいります。 
 
撤去に関しては、方法書段階で残地の可能性
があると説明したのは基礎杭部分のことで、
基礎杭を撤去しても地盤に影響を与えない
ことを見極める方針であったためです。方法
書以降、弊社にて先行して風車撤去した他案
件事例も参考に検討した結果、現時点では基
礎杭部分も含めて全て撤去可能と考えてお
りますので、それもふまえて撤去工事の内容
について準備書に記載いたしました。 

 
安全管理については法令等に則って標識

やチェーンの設置、施錠を実施しています。 
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意見と事業者の見解（８）  

秋田県由利本荘市 J 氏 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
47 平成 17 年度のアクアパルにおける説明会

では「風車の跡は必ず元どおりに戻す。その
ための積立もしている。」と約束していただ
き、ほっとしました。地層に与える影響、ま
た自然破壊に及ぼす影響の深刻さが、次々に
報告されていたからです。 

しかるに平成１８年度のシーガルにおけ
る説明会では「必ずしも戻すわけではない。」
と、かなり歯切れの悪い解答で、しかも「ど
ういう理由により戻さないのか。」について
の説明はなされず、場内は不信と怒りの声に
満ちたと記憶しています。このままでゆけば
西目は将来、粗大ゴミ置場と化すことでしょ
う。そして福島のふるさとを追われた人達が
都会の人々に言われたように「金をもらった
んだろ。」「バカだね。」と言われることでしょ
う。この計画はどうか中止してくださいます
ように。そもそも風力は一番不安定と言われ
ています。危険です。 

方法書段階で残地の可能性があると説明
したのは基礎杭部分のことで、基礎杭を撤去
しても地盤に影響を与えないことを見極め
る方針であったためです。方法書以降、弊社
にて先行して風車撤去した他案件事例も参
考に検討した結果、現時点では基礎杭部分も
含め全て撤去可能と考えておりますので、そ
れもふまえて撤去工事の内容について準備
書に記載いたしました。 

 

意見と事業者の見解（９）  

秋田県由利本荘市 K 氏 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
48 本事業の更新計画は、方法書の段階からは

かなり改善されていると思いますが、まだ更
新の条件を満たしていないと私には思われ
るので、計画を中止するか、規模縮小をして
頂きたいと思います。 

本事業は、既設の風力発電機と比べて大型
化する一方で、基数については既設 15 基に
対し方法書段階では最大 10 基程度、準備書
段階では最大 8 基に減少させるとともに、
風力発電機高さを方法書段階の最大 170m か
ら準備書段階では 159m に縮小する計画で
す。 

引き続き、関係自治体、地元地区等の意見
を踏まえて事業計画を検討していくと共に、
丁寧な事業計画説明を行うことで、本事業に
少しでもご理解をいただけるよう努めてま
いります。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
49 ①方法書段階で既に指摘しましたが、西目風

力発電事業はすでに 10 数年の稼働実績があ
り、この運用期間にわたって稼働中の環境影
響評価を行っているはずですが、このような
稼働後の調査の詳細な結果は今回も十分示
されておらす、きちんとした事後調査はして
いなかったように思えます。環境に影響を与
える大規模開発は、稼働に伴う具体的な影響
評価を行い、結果を示す責務があります。こ
れをきちんとしない貴社は、環境事業者とし
ての見識がなく、更新工事を行う資格がない
と思わざるを得ません。 

既設風車建設時は風力発電所が環境影響
評価法の対象になっていなかったため、自主
的なアセスを実施し、重大な環境影響がない
ことを確認した上で、事業を実施させていた
だきました。 

一方で本事業の準備書の作成に当たって
は、既設の風力発電機の状況も含め、現地調
査において確認いたしました。  
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＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
50 ②由利本荘・にかほ地域は生態系の頂点に位

置するイヌワシ、クマタカをはじめとする猛
禽類の宝庫です。このことは、それを支える
生物が豊富に存在して下支えしていること
を意味します。この観点から計画を見ると、
今回既設の場所から離れた位置に新たに建
てる計画（コロニーに近いところ）の 1 基の
建設は、現在広く自然回帰が進んでいる広葉
樹林帯の消滅を伴うため、これら猛禽類の生
息に対する影響が大きいと懸念されます。準
備書によれば、事業計画地域は繁殖地から離
れているので問題ないと結論付けています
が、クマタカ等の希少猛禽類は、採餌のとき
以外は林の中に潜んでいる性質があり、しか
も行動範囲が広いので、一日中多地点で張り
付いていないとなかなか観察されにくい鳥
です。それをこの程度の調査期間と回数で、
影響がないと結論付ける評価はあまりにも
乱暴であり、始めから結論ありきで、形式だ
けの調査をしたと言われても仕方がありま
せん。少なくともこ 1 の基の計画は見直し
（取りやめるか場所を既設風車の近くに移
す）をすることを強く求めます。 

クマタカについては、対象事業実施区域内
の年間衝突回数を面的に算出し、この算出結
果を基に飛翔が確認された南側範囲を対象
事業実施区域から除外し、衝突リスクの低減
に努めました。なお、予測結果には不確実性
が伴うため、事後調査を計画し、予測結果の
妥当性を稼働後に検証するとともに、事後調
査結果を踏まえ、必要に応じて専門家の助言
や指導を得て、環境影響の状況に応じた環境
保全措置を講じる予定です。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
51 ③本計画地近辺は、既に数多くの陸上風車や

これから建設予定の洋上風車が立ち並び、そ
の合間にも小規模風力が次々と建つ計画に
なっています。ここの尾根は、ガンやハク
チョウ、猛禽類、小鳥類が季節を問わず数多
く利用する移動経路に位置しており、これ以
上の建設は、鳥類の自由な行動を阻害し、生
息の根本に悪影響を及ぼす恐れがあります。
再エネ事業者として、「地球環境を守る」こ
とが企業理念にもなっている貴社の存在意
義にも関わる事項ですので、営利のことばか
り考えるのではなく、もう少し丁寧に事業計
画と環境影響評価を行って頂くことを切に
望みます。貴社には、できれば更新工事を取
りやめ、自然復帰事業をしてもらいたいと
思っています。 

ガン・ハクチョウ類及び希少猛禽類につい
て、風力発電機の配置においては、事前に対
象事業実施区域内の年間衝突回数を面的に
算出し、この算出結果を基に衝突リスクが低
減できるよう検討しております。また、当該
地域の鳥類に精通する専門家の意見を踏ま
え、評価書までに渡り鳥の冬季（2 月中旬～
下旬）追加調査を実施し、評価書段階におい
てより地域の渡り鳥の実態を踏まえた予測
を行う予定です。ただし、予測結果には不確
実性が伴うため、事後調査を計画し、予測結
果の妥当性を稼働後に検証する予定です。 
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意見と事業者の見解（10） 

秋田県由利本荘市 L 氏 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
52 更新計画の概要にある事業計画地の位置、

風車レイアウトを見たが更新とは思われな
い。既設風車 15 基は基礎部分をそのままに
上部のみの撤収で、新設風車は同じ敷地内の
隣接箇所に新たな基礎工事をし、しかも 8 号
機は既存風車の隣接ではなく更に建設用地
を拡大している。これで更新になるのでしょ
うか。 

8 号機の 1 キロ足らずの所には、社会福祉
法人心身障害者施設コロニーがある。鳥海山
を望む美しい大自然の中で療養、又は共同生
活をしていける安心な環境として約 50 年前
に建設された施設である。大型の新設風車は
施設に 1 キロにも満たない近さであり低周
波音、騒音は指針値より低いとは言え危惧さ
れるところである。 

風車設置による効果には 22,000 世帯分の
電力供給量に相当、杉の木 375 本分の CO2 の
削減効果を記していたが、地元住民にとって
は増える再エネ賦課金、工事による森林伐
採、どんどん減少する里山、景観の邪魔をす
る乱立状態の風車群でしかない。 

既設風車については、風力発電機、基礎、
基礎杭、送電線、変電設備を撤去いたします。
基礎部分については、コンクリート躯体部及
び基礎杭を現地から撤去し、埋戻しを行いま
す。 

コロニー付近の予測地点（02 孫七山）に
おける施設の稼働に伴う騒音の予測結果は、
現況値に比べて 0～3dB の増加にとどまり、
いずれの季節・時間帯においても環境省の指
針値を満たすことから、影響は小さいと考え
ております。また、その予測結果の妥当性を
確認する意味においても、風車の運転開始後
も当該施設に対しては随時ヒアリングを行
い、騒音影響についてモニタリングを行って
いきます。 

本事業は、既設の風力発電機を大型化する
一方で、基数については既設 15 基に対し方
法書段階では最大 10 基程度、準備書段階で
は最大 8 基に減少させるとともに、風力発
電機高さを方法書段階の最大 170m から準備
書段階では 159m に縮小する計画です。 

引き続き、関係自治体、地元地区等の意見
を踏まえて事業計画を検討していくと共に、
丁寧な事業計画説明を行うことで、本事業に
少しでもご理解をいただけるよう努めてま
いります。 

 

意見と事業者の見解（11） 

秋田県由利本荘市 M 氏 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
53 １、もうこれ以上の風車はいらない。 

美しい自然を孫の代まで残したい。秋田の
美しい自然は人間の心を癒し、安らぎを与え
るものと信じています。 

秋田県の電気は十分間に合っています。 

現在の日本においては、諸外国と比べても
火力発電への依存度が非常に高いのが実態
ですので、風力発電の導入拡大によって火力
発電で使用される化石燃料を削減すること
ができ、その結果、CO2 排出量の削減につな
がるものと認識しております。 

引き続き、関係自治体、地元地区等の意見
を踏まえて事業計画を検討していくと共に、
丁寧な事業計画説明を行うことで、本事業に
少しでもご理解をいただけるよう努めてま
いります。 
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＜低周波音＞  

No. 意見 事業者の見解 
54 ２、既存の風力発電により、由利本荘．にか

ほ市では 20 名の皆さんが超低周波音などに
よる健康被害を訴えています。更新事業はこ
れまでのものより巨大なものとなり、より多
くの健康被害が想定されます。 

既存の風車による健康調査などを実施し、
市民に公開するよう求めます。 

弊社は、西目ウインドファームも含め、由
利本荘市内において３つの風力発電所を運
営中ですが、これまで超低周波音による健康
被害が確認された事例はございません。 

なお、超低周波音については、現況調査を
踏まえて新設の風力発電機による影響の予
測及び評価を行い、ISO-7192 に示される「超
低周波音を感じる最小音圧レベル」である
100デシベルを十分に下回ることを確認して
おります。 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
55 ３、地中にある人工物は全て撤去し、元の姿

に戻すようにすること。 
以上 

地中にある基礎部分については、コンク
リート躯体部及び基礎杭含め全て撤去する
計画であり、撤去工事の内容について準備書
に記載いたしました。 

 

意見と事業者の見解（12） 

秋田県由利本荘市 N 氏 

＜騒音＞  

No. 意見 事業者の見解 
56 孫七山地域は、コロニーの福祉施設や、学

校病院などがあり、環境省でいうところの
AA 地域に指定されるべき所だと思います。
（特に静穏を要する地域）指針値では 35dB
であるべきです。（夜間の）現況調査（風車
を稼働させて測定）でも、その値を大幅に超
している日が 12 日のうち 5 日もあります。
更新計画では、現存の風車よりさらに近くに
2 本も建てるようですが、とんでもない話し
です。計画を見直すべきです。 

また、現況でも大幅に超している訳ですか
ら今稼働中の運転も見直すべきです。夜間の
運転を止めて下さい。 

コロニーが位置する孫七山の夜間におけ
る四季の現況調査結果及び予測結果は、準備
書 p.443 にお示ししました通りです。現況調
査結果は 34.8～49.0ｄB、予測結果は 36.4
～49.2ｄB であり、指針値を下回っているこ
とを確認しております。また、コロニーの職
員に聞き取りを行い、施設利用者に健康被害
は生じていないことも併せて確認しており
ます。風車の運転開始後も当該施設に対して
は随時ヒアリングを行い、騒音影響について
モニタリングを行っていきます。 
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意見と事業者の見解（13） 

秋田県由利本荘市 N 氏 

＜騒音＞  

No. 意見 事業者の見解 
57 孫七山や田高地区は、山間の静かな地域だ

と思われます。残留騒音は、季節や日によっ
てちがいはないと思います。なぜ、30dB～
50dB と 20dB もちがいがあるのでしょうか？ 

騒音の測定方法がまちがっているからで
す。 

再度正しい方法で残留騒音を測定しなお
し準備書を提出すべきです。 

そのさいは、御社の発電機や他業者の発電
機も止めさせて、行わないと、本来の値は出
ません。 

また、孫七山や田高地区において、夜間の
騒音が 50dB 近い日が数日あります。とんで
もない数値だと思います。更新計画以前に現
在の稼働を見直すべきです。夜間運転を止め
るなど対策して下さい。 

残留騒音は、環境省の「風力発電施設から
発生する騒音等測定マニュアル」に基づき算
出しました。同マニュアルにより、測定中の
道路交通騒音等の一過性の騒音については
除外音処理しておりますが、農作業に係る作
業音、風による葉擦れ音等の恒常的な騒音を
含んだ結果となっています。そのため、調査
季節や調査日毎の農作業の作業状況や風速
の違いにより、測定結果に違いが生じること
となります。また、同マニュアルでは、既設
の風力発電施設からの騒音は除外すること
とされており、準備書でお示しした残留騒音
は、既設の風力発電施設からの寄与分を除い
た数値となっています。 

 

意見と事業者の見解（14） 

秋田県由利本荘市 O 氏 

＜環境全般＞  

No. 意見 事業者の見解 
58 西目風力発電事業の更新計画について、由

利本荘市に在住する一人として反対である
と強く言いたい。 

「二酸化炭素削減のため、環境保全のた
め」のお題目を並べても、風車を建設するに
は、多くの環境破壊を行っているとしか思え
ないのだ。なぜなら、機材の運搬や建設場所
の整地でどれほどの樹木が伐採され、どれほ
どのコンクリートを流し込むのでしょうか。 

更新計画の今までの風車跡地や基礎コン
クリート処理はどうするのか危惧するとこ
ろで、元通りにすることを願うばかりです。 

西目地区は県内で最も早い風車建設地
だったと記憶しています。 

一度開いた城門のせいで今では西目地区
全てが風車郡に囲まれてしまいました。この
情景が二酸化炭素削減や環境保全につな
がったとは到底思われません。可能なら風車
建設前後の二酸化炭素の増減数値や環境保
全になったのか確認したいものだ。 

「古里は遠くにありて思うもの」は私だけ
だろうか。 

既設風車については、地中部分のコンク
リート基礎及び基礎杭含め全て撤去する計
画です。 

二酸化炭素削減に関しては、現在の日本に
おいては、諸外国と比べても火力発電への依
存度が非常に高いのが実態ですので、風力発
電の導入拡大によって火力発電で使用され
る化石燃料を削減することができ、その結
果、CO2 排出量の削減につながるものと考え
ております。なお、本事業の稼働による火力
発電の代替に伴う二酸化炭素の削減量は約
33,000t-CO2/年と試算しております。 

 



 

 29 

意見と事業者の見解（15） 

秋田県由利本荘市 P 氏 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
59 風車は狭い日本の国土にあいません。更新

しないで下さい。 
西目地区の住民は「どっちの方向を向いて

も風車が目に入っていやだ」と言います。い
くら CO2削減といわれても風景がこわされて
幸せな生活といえるでしょうか。苦痛でしか
ありません。 

ましてや 2000kW→4300kW と大きくなりま
す。（数は少なくなっても） 

どの事業者も住民説明会で「健康被害が万
が一起きて因果関係があれば…」「被害が公
的に認定されれば…」→「事業は中止、撤回
する。」と言います。 

その上で「それが当社の風車の音なのか
はっきりすれば…」と続きます。しかし西目
地区には他の会社の風車も建っており、どう
やって自分の会社の風車だと区別するので
しょうか？他の会社の風車を全部停止して
調査するのでしょうか？ 

健康被害を訴ったえても「環境省の指針以
内だ」とガマンを強いられている現状があり
ます。 

ましてや日本の環境基準は 50 年くらい前
に定められたものだそうです。 

貴会社の数値は WHO の観告値の風車騒音
は 45dB（暫定値）をこえる数値もでていま
す。 

高速道路の騒音に悩まされてきた住民の
公害訴訟がありますが、風車も四六時中、睡
眠中にも聞こえます。 

日本の風土には地熱発電や中小水力発電
が適しているのではないでしょうか。 

自然を返してください。 

国は再生可能エネルギーの導入促進を掲
げており、平成 30 年 7 月に閣議決定された
第 5 次エネルギー基本計画においても再生
可能エネルギーの主力電源化を目指すこと
が謳われているところ、当社としても本件事
業を通じて再生可能エネルギーの導入拡大
に貢献してまいりたいと考えております。 
引き続き、関係自治体、地元地区等のご意見
を踏まえて事業計画を検討していくと共に、
丁寧な事業計画説明を行うことで、本事業に
少しでもご理解をいただけるよう努めてま
いります。 

なお、風車騒音につきましては、平成 29
年 5 月に環境省が発行した「風力発電施設か
ら発生する騒音等測定マニュアル」に基づい
て予測評価しております。 
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意見と事業者の見解（16） 

秋田県由利本荘市 Q 氏 

＜事業計画＞  

No. 意見 事業者の見解 
60 風力の風車の多いこと。西目地区には国道

側山側と車で走っていると頭の上に見えて、
たおれてきたらと恐怖を感じます。 

電気はまにあっているので、これ以上風車
はいりません。地区の人達も電波障害を訴え
ているのを知ってますか。市民も訴える場も
なくなき寝いりしている方が多くいます。業
者は設置してしまえば、かんけいない状況で
責任がない。自然の景観をこわさないで下さ
い。 

国は再生可能エネルギーの導入促進を掲
げており、平成 30 年 7 月に閣議決定された
第 5 次エネルギー基本計画においても再生
可能エネルギーの主力電源化を目指すこと
が謳われています。諸外国と比べても火力発
電への依存度が非常に高いのが実態ですの
で、風力発電の導入拡大によって火力発電で
使用される化石燃料を削減することができ、
その結果、CO2 排出量の削減につながるもの
と考えております。 

なお弊社は、西目ウインドファームも含
め、由利本荘市内において３つの風力発電所
を運営中ですが、これまでに電波障害が確認
された事例はございません。 

景観につきましては、風力発電機を大型化
する一方で、基数については既設 15 基に対
し最大 8 基に減少させる計画としておりま
す。また、眺望景観に配慮して風力発電機の
配置計画や塗装色を検討してまいります。 

 

意見と事業者の見解（17） 

秋田県由利本荘市 R 氏 

＜景観＞  

No. 意見 事業者の見解 
61 ①由利本荘市内にはすでに多くの風車が建

設され、景観が悪化している。さらに今後洋
上風力発電事業も国策として推進されそう
である。にかほ市で現在稼働している風力発
電もこの数年間に激増し、景観を破壊してい
る。当事業が開始されたころとは全く状況が
異なっていて、更新されれば景観破壊は計り
知れない。「鳥海山・飛島ジオパーク」の
「ビューサイト」である浜館公園からの景観
も台無しである。調査時に訪れた人がいない
というが、風車ができたから行かなくなった
ので、それ以前は憩いの場として存在感あふ
れていた場所である。調査結果はおかしい。 
風車が立つ前との比較をするべきである。 

浜館公園からの鳥海山の眺望景観につい
ては、フォトモンタージュを作成し、準備書
にお示しいたしました。本事業は、既設の風
力発電機と比べて大型化する一方で、基数に
ついては既設 15 基に対し方法書段階では最
大 10 基程度、準備書段階では最大 8 基に減
少させるとともに、風力発電機高さを方法書
段階の最大 170m から準備書段階では 159m 
に縮小する計画です。また、眺望景観に配慮
して風力発電機の配置計画や塗装色を検討
してまいります。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
62 ②建設場所は仁賀保高原。由利原高原から続

く丘陵である。特に生態系調査の場合ひとつ
の事業所による偏狭なアセスでは実態が不
明である。少なくとも烏海山全域を対象に、
現在稼働している他社の風車による影響と
の相乗効果も加味したアセスでなければお
かしい。 

生態系の上位性注目種として行動圏が大
きいクマタカを選定することで、比較的広範
囲の影響を予測評価しました。また、対象事
業実施区域は、鳥海山から約 20 ㎞離れてお
り、影響は小さいと考えております。なお、
累積的影響については、対象事業実施区域内
における飛翔が少なく、影響が小さいと考え
られたことから、実施しておりません。 
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＜低周波音＞  

No. 意見 事業者の見解 
63 ③稼働中の風電による騒音、特に低周波音に

よる住民への健康被害調査があまりに不十
分である。もっと広範囲に、長期間実施すべ
きである。すでに健康被害を訴えている西目
住民もいるのである。長期間、家屋内外で終
日調査を春夏秋冬何回かに分けて調査して
こなかったことも問題だ。統計上もサンプル
が少なすぎて信用できない。 

既設事業に関して、弊社でも近隣地区には
ヒアリングしておりますが、低周波による健
康被害は確認しておりません。 
なお、騒音調査は「風力発電施設から発生す
る騒音等測定マニュアル」（環境省、平成
29 年 5 月）、低周波音調査は「低周波音の
測定方法に関するマニュアル」(環境庁大気
保全局 平成 12 年 10 月)、また、騒音及び低
周波音の予測は、「改訂・発電所に係る環境
影響評価の手引」（平成 29 年５月改訂、経
済産業省）に記載される手法を用いて行って
おりますが、現況調査を踏まえて新設の風力
発電機による影響の予測及び評価を行い、指
針値等を下回ることを確認しております。 

＜環境全般＞  

No. 意見 事業者の見解 
64 ④アセスメント評価の結果「不安や影響は低

減できるか、回避できる」とあるが、具体性
はないし、回避できないことがあることを全
く想定していない（各地で環境保全に関わる
紛争が多発している）。もし建設後明らかに
環境に悪影響を与えた場合（具体的事例を示
すこと）には業者の責任ですぐに撤去し、撤
退することを明記すべきである。 

他の事業者による稼働後の「環境影響報告
書」を読むと、簡単な観測で、すべて「問題
ない」として処理されていて問題であった。 

 
 
以上、更新計画の「準備書」を読む限り、

本事業におけるアセスメントを、特に「景観」
「生態系」「騒音・低周波音」について時間
をかけて根本からやり直すべきである。 

それができなければ更新計画を断念すべ
きと考える。 

今回の準備書については、方法書における
経済産業大臣勧告及び県知事意見等もふま
えた調査並びに予測評価を実施いたしまし
た。 

影響は小さいものと予測評価しておりま
すが、もし稼働後に周辺環境への影響が懸念
されるような状況が確認された場合には、必
要に応じて調査や専門家の助言・指導を得
て、状況に応じた環境保全措置を検討いたし
ます。 

 

意見と事業者の見解（18） 

秋田県由利本荘市 N 氏 

＜騒音＞  

No. 意見 事業者の見解 
65 今回の準備書で重大なミスがあります。 

風力発電機を稼働させたまま、騒音測定
し、その数値を残留騒音としている事です。 

その数値は、風車騒音のはずです。（風車
騒音とは、残留騒音に風車による騒音を加え
たものです）風車が通常の稼働をする風が吹
いている時に、風車の稼働を止めて、測定し
なければ正しい残留騒音の数値は出ないは
ずです。よって、もう一度残留騒音を測定し
なおして再度、準備書を提出すべきです。 

残留騒音は、環境省の「風力発電施設から
発生する騒音等測定マニュアル」に基づき算
出しました。同マニュアルでは、既設の風力
発電施設からの騒音は除外することとされ
ており、準備書でお示しした残留騒音は、既
設の風力発電施設からの寄与分を除いた数
値となっています。 
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意見と事業者の見解（19） 

秋田県由利本荘市 N 氏 

＜騒音＞  

No. 意見 事業者の見解 
66 11 月 7 日の説明会資料で、騒音調査、影

響予測において、次のような不思議な数値が
ありました。 

田高春季昼間の残留騒音 39.3dB(準備書
より) 

 〃 予測値 39.2dB 
田高春季夜間の残留騒音 37.3dB(準備書

より) 
 〃 予測値 37.1dB 
田高秋季昼間の残留騒音 40.6dB(準備書

より) 
 〃 予測値 40.5dB 
あり得ない数値だと思います。残留騒音よ

り予測値が下回るなど。 
別紙にも書きましたが、残留騒音の測定の

しかたに誤りがあるからだと思います。 
再度測定しなおし、準備書を提出すべきで

す。 

ご意見を頂いた田高地区の騒音レベルは、
現地測定結果となります。残留騒音は、環境
省の「風力発電施設から発生する騒音等測定
マニュアル」に基づき算出しました。同マ
ニュアルでは、既設の風力発電施設からの騒
音は除外することとされており、準備書でお
示しした残留騒音は、現地測定結果から既設
の風力発電施設からの寄与分を除いた数値
となっています。そのため、予測値が現地測
定結果を下回ることはあり得ますが、残留騒
音を下回ることはありません。 

 

意見と事業者の見解（20） 

秋田県由利本荘市 S 氏 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
67 由利本荘市で野鳥をはじめとする自然観

察をしている者です。貴社による西目風力更
新事業に対し、主に環境保護の観点から意見
を申し上げます。 
 
１．8 号機風車について 

準備書によると、「方法書段階では最大 10
基あった風車の基数を南部の樹林地を避け
て 8 基にすることで生態系への影響を最小
限にする」とありますが、これでは不十分で
す。一番南側に位置する 8 号機の風車が既存
風車の位置から大きく外れた位置に計画さ
れており、鳥類をはじめとする生態系に大き
な影響を与える恐れがあります。この 1 基は
以下の点で建設されるべきではありません。 

 
既存の風車エリアから大きく逸脱してお

り、新たな改変部分が大きい 
8 号機の風車はもよりの既存風車から

500m ほど離れており、これを建設すると風
車に囲まれた範囲が大幅に増大し、その分野
生生物に与える影響も大きくなります。振
動・騒音・低周波音・夜間の照明・シャドウ
フリッカー等、人間が間題とする負の影響が
動物にも及ぶ事になります。 

 

本事業について、方法書時点では最大 10
基を計画しておりましたが、周辺環境への影
響低減のため、南側部分を削減し最大 8 基に
基数を削減するなど、可能な限りの環境影響
低減を図りました。 

ガン・ハクチョウ類及び希少猛禽類につい
て、風力発電機の配置においては、事前に対
象事業実施区域内の年間衝突回数を面的に
算出し、この算出結果を基に衝突リスクが低
減できるよう検討しております。また、当該
地域の鳥類に精通する専門家の意見を踏ま
え、評価書までに渡り鳥の冬季（2 月中旬～
下旬）追加調査を実施し、評価書段階におい
てより地域の渡り鳥の実態を踏まえた予測
を行う予定です。希少猛禽類については、本
対象事業実施区域内でクマタカの飛翔はほ
とんど確認されず、年間衝突回数は 0.0000
個体/年であること、営巣地からの離隔が確
保されていることから、影響は小さいと考え
ております。ただし、予測結果には不確実性
が伴うため、事後調査を計画し、予測結果の
妥当性を稼働後に検証する予定です。 
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No. 意見 事業者の見解 
67 （前頁からの続き） 

さらに植生にも改変が及びます。8 号機風
車の設置予定地は既設の道路から離れてい
るために、およそ 500m 近くの工事作業用道
路を新設する必要があり、風車の設置場所以
外にもかなりの面積の森林が伐採されるこ
とになります。改変部の地形は平たんな場所
ではなく、谷を含んだ複雑なものであるた
め、工事も複雑になり養生すべき部分も多く
なるものと予想されます。 

また新しい風車が建設されると、猛禽類に
とって営巣適地の南部針葉樹林帯と採餌適
地の北部広葉樹林帯との往来を阻害する大
きな障害物が出現することになります。採餌
地と営巣地の間に風車があることは、採餌の
効率を悪くするだけでなくバードストライ
クの可能性を大きく高めます。 

既存風車が稼働して 15 年以上経ち周辺の
野生生物は現在の風車の位置に適応して暮
らしています。新たに大きな改変を行うこと
は避けるべきです。 

 
風車の予定位置がガン・ハクチョウ類およ

び猛禽類の渡りの通り道になっている 
ちょうど 8 号機の風車が計画されている

孫七山付近はガン・ハクチョウ類の渡りの主
要ルートになっており多いときは数百羽の
大きな群が一日に何度も通ります。渡りの時
期に限らず、ガン・ハクチョウ類は積雪の状
況によってねぐらや採餌地を変えるため、越
冬期にも頻繁に南北を移動します。西目の田
んぼで採食するハクチョウが南にねぐらを
取るとき、タ方暗くなるまで西目で採食した
後、暗くて視界が悪くなる中孫七山付近上空
を越えていくのをよく目にします。このよう
なときや悪天候で見通しの悪いとき、一つだ
け既存風車の位置から離れた 8 号機は回避
しづらいことが予想されます。 

また、準備書の猛禽類の飛翔図を見ると 8
号機設置予定地付近は猛禽類の渡りの主要
ルートにもなっています。鳥類が 8 号機の計
画地付近を頻繁に通るのは、孫七山の高台や
にかほ高原で発生する上昇気流を利用しや
すいこと、周辺に風車が林立する中でこの部
分だけ風車が建っていない空間になってい
ること等が主要因と思われます。鳥類が良い
風を利用しつつ、周辺に林立する既存風車を
避けて通るためのこの空間をこれ以上狭め
るべきではありません。 

以上の点から 8 号機の建設は見合わせる
べきと考えます。 

 

 



 

 34 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
68 ２．死骸調査について 

準備書で死骸調査の調査期間・方法につい
ては述べられていますが、結果についての記
述が見当たりません。仮に発見がなかったと
しても死骸調査の結果は独立した項目を設
けて記載するべきと考えます。 

調査結果の記載がないということは発見
された死骸がなかったということなので
しょうか。その場合、捜査回数や手法に問題
がなかったか検討するべきです。機械的に月
何回とするのではなく、渡りの時期や悪天候
後には回数を増やし重点的に行うべきだっ
たのではないでしょうか 

また、既存事業の稼働期間に発見されたも
のは鳥種を問わずすべて記載し公表するべ
きでした。死骸調査で鳥類の被害の正確な
データを確保することが、今後の風力発電の
環境軽減策の確立につながります。風力発電
事業者としてその責任を十分に認識してい
ただきたいです。 

本準備書に係る死骸探索調査において、鳥
類の死骸は確認されませんでした。ご指摘の
とおり、死骸調査の調査結果の記述が抜けて
おり、申し訳ございません。死骸が確認され
なかったことから項目の記載が抜け落ちて
おりました。評価書において記載いたしま
す。 

死骸調査については、事後調査を計画し、
予測結果の妥当性を稼働後に検証するとと
もに、事後調査結果を踏まえ、必要に応じて
専門家の助言や指導を得て、環境影響の状況
に応じた環境保全措置を講じる予定です。 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
69 ３．事後調査について 

準備書によると事後調査は 1 年間バード
ストライクに関する調査をするとあります。
しかしこれだけでは不十分です。新しく設置
される風車はサイズも設置場所も違うため、
鳥類にどのような影響が生じるか未知数で
す。少なくとも 1 年間は死骸調査とともに準
備書と同じ定点・渡り・希少猛禽類の飛翔調
査を行うべきです。 

 
現在多くの場合ガン・ハクチョウ類は移動

の際風車を迂回して風車のない場所を飛ん
でいます。しかし一定数の個体や群が風車の
間をすり抜けていくことがあります。その 1
例として、写真①②③④は 2020 年 2 月に飛
来したシジュウカラガン（絶滅危惧 IA）の
群が既存風車の下をくぐり海の方へ抜けて
いった時のもので、西目の田んぼで撮影した
ものです。わざわざ危険を冒して風車の間を
抜けることを訝しく思ったものですが、風車
がなければ鳥が好んで通るルートであるこ
とが推測されます。 

これをさらに裏付けるのが、既存風車の海
側にあるにかほ市平沢海岸での観察です。平
沢海岸で観察を行っていると、貴社風車を越
えて海に出ていくハクチョウやガンの群に
遭遇することがあります。特に貴社既存風車
1 本の羽が折れて、運転を停止していた 2019
年 10 月には、停止した風車付近のスペース
を通って比較的大きな群が内陸から海に出
ていきました。 

風力発電機の配置においては、事前に対象
事業実施区域内の年間衝突回数を面的に算
出し、算出結果を基に衝突リスクがより低減
できるよう検討しております。また、当該地
域の鳥類に精通する専門家の意見を踏まえ、
評価書までに渡り鳥の冬季（2月中旬～下旬）
追加調査を実施し、評価書段階においてより
地域の渡り鳥の実態を踏まえた予測を行う
予定です。ただし、予測結果には不確実性が
伴うため、供用後１年間は事後調査を計画
し、予測結果の妥当性を稼働後に検証する予
定です。なお、事後調査により鳥類に対する
著しい影響が確認された場合は、専門家のご
意見や最新の知見等も踏まえ、追加的な調査
や環境保全措置を検討いたします。 

 

 



 

 35 

No. 意見 事業者の見解 
69 （前頁からの続き） 

このことから、今後更新事業では風車の間
隔が広くなった場合、このように風車の間を
抜けて通る鳥は増えることが推察されます。
しかし風車のサイズが大きくなり、プレード
最低点と地面の間隔も狭まるため、目測を
誤って衝突する個体が増加する可能性もあ
ります。 

事後調査によって鳥の行動がどう変化す
るかをモニタリングすることは今後の軽減
措置を考えるうえで必須と思われます。 

 

＜動物＞  

No. 意見 事業者の見解 
70 ４．道路の拡幅工事について 

工事期間中の工事用資材の予定輸送経路
として県道 285 号線（冬至西目線）及び 296
号線 

（院内孫七山線）が挙げられていますが、
296 号線の起点部分付近、西目川沿いの岸辺
の土手にはヤマセミがよく休む茂みがあり
ます（写真⑤）。道路の拡幅工事をする場合
は、川側の土手は極力崩さないようお願いし
ます。 

道路の拡幅工事をする場合は、川側の土手
は極力崩さないよう努めます。 

＜廃棄物＞ 

No. 意見 事業者の見解 
71 ５．廃棄物の処理について 

分別収集・再利用が困難な産業廃棄物は、
専門の処理会社に委託し、適正に処理する、
とありますが、具体的な処理方法を教えてく
ださい。特に分解が不可能な風車のブレード
の適正な処理方法とは現在どのようなもの
なのでしょうか。もし埋め立てられるのであ
れば埋め立て場所はどこなのでしょうか。説
明会ではまだ決定してないというお話でし
たが、決定次第公表してくださるようお願い
します。 

ブレードを含む風車部品については、適切
に養生し、粉じんが飛散しないように措置し
たうえで現地にて解体し、適切な許可を有す
る産廃処理業者に処理を依頼いたします。 

具体的な産廃計画について公表を行う予
定はございませんが、当然ながら適切な産廃
処理が求められることは重々認識しており
ますので、法令に基づき確実に対応するよう
に計画を進めてまいります。 

＜その他＞  

No. 意見 事業者の見解 
72 なお、意見書は写真を含めた全文を掲載し

てくださるようお願いします。 
 

写真①葛法地区から西目町沼田地区上空を
飛ぶシジュウカラガンの群 2020 年 2
月 8 日 

写真②シジュウカラガン拡大図 
写真③西目町沼田地区を通り西目風力発電

所に向かうシジュウカラガンの群 
写真④風車の上を越えていくのかと思われ

たが、下をくぐりぬけていった 
写真⑤西目川岸に止まるヤマセミ 

頂戴したご意見は、写真を含め、そのまま
掲載しております。 
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ご意見 No.31: 図表(1) 
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ご意見 No.31: 図表(2) 
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ご意見 No.72: 写真①、② 
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ご意見 No.72: 写真③、④ 
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ご意見 No.72: 写真⑤ 
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日刊新聞紙における公告 

 

秋田魁新報 （令和 2 年 10 月 26 日 朝刊 4 面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 
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由利本荘市 広報紙による「お知らせ」 

 

 （10 月 15 日発行 「広報ゆりほんじょう 10 月 15 日号」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2-1 



 

  

 

 

にかほ市 広報紙による「お知らせ」 

 

 （10 月 15 日発行 「広報にかほ 10 月 15 日号」） 

 

別紙 2-2 
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インターネットによる「お知らせ」 

（秋田県 ウェブサイト） 
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インターネットによる「お知らせ」 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス ウェブサイト） 

 

【トップページ】 
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ご意見記入用紙 
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